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（別紙３） 建屋小学校 いじめ対応指導体制

発見者・確認者

いじめ事案発生

担任・生活指導担当校長・教頭

調査方針・方法の決定
↓

事実確認
↓

指導方針の決定・指導体制の編成
↓

いじめ解消に向けた取組み

いじめ対応チーム
校長・教頭

生活指導委員会

関係学級担任

必要に応じて

スクールカウンセラー

スクールソーシャルワーカー等
関係機関
学校運営協議会

教育委員会

民生委員・児童委員

こども家庭センター

等

教育委員会

報告

職員会議・職員朝会 家 庭

連絡
共通理解

必要に応じて説明

保護者会

連絡
訪問

連絡

当該児童への対応


